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　リズモー市からの派遣学生の3人（チェルシー・ジェマ・ブルッ
ク）は、10月3日に高田商業高等学校を訪問し、英語と書道の
授業を受けました。放課後は浴衣に着替えて、茶道も体験し
ました。抹茶の苦さにびっくりして、3人が顔を見合せて笑いま
す。それにつられて、高田商業高等学校の学生も笑います。本
来ならば、静かにお茶の作法を学ぶところですが、お茶の先生
の「リラックスしていいよ」との言葉で、明るく楽しいお茶会とな
りました。
　派遣学生は、10月5日に帰国しました。ホストファミリーと涙
を流して抱き合い、別れを惜しむ姿は、3人の学生がどれだけ充
実した2週間を過したかを、物語っていました。

（高田商業高等学校にて撮影）
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総合体育館スポーツイベント
◎ふれあいスポーツ広場
▷とき　11月17日㈰　午前9時～
　総合体育館で開会式
▷種目
　ソフトバレーボール
　▷ところ
　　総合体育館　
　▷募集人数
　　◦�一般の部（チャンピオンコース）�

30チーム
　　◦�一般の部（ふれあいコース）

12チーム

　グラウンドゴルフ
　▷ところ
　　高田小学校
　▷募集人数
　　◦�団体の部
　　　16チーム（1チーム3名で編成）
　　◦�個人の部
　　　24名
　※�用具は、主催者側で用意。雨天の場合
は中止（前日の天候により中止の場合
有り）

　※�中止・開催は、当日午前7時30分に決定

　フーバ
　�　新しい軽スポーツの種目「フーバ」の
体験も総合体育館で、同時開催
　▷対象
　　市内在住・在勤・在学の人
　▷申込方法
　　11月9日㈯までに総合体育館へ。

◎親子バドミントン大会
▷とき　12月7日㈯
　開会式：午前9時
　受　付：午前8時45分～
▷ところ
　総合体育館・主競技場
▷定員
　親（祖父母可）と小学生の子どもを1チー
ムとして、80組
▷申込方法
　11月16日㈯までに、総合体育館へ。
　※費用無料

◎�第9回市町村対抗子ども駅伝大会
選手選考会

▷とき
　11月30日㈯
　スタート：午前9時40分
　受付：午前9時～ 9時10分
　※小雨決行
▷ところ
　総合公園多目的グラウンド周辺� �
�
▷対象
　市内在住の小学5・6年生の男女で、平成
26年3月8日㈯に開催される、本大会に出
場できる児童
▷競技種目
　男女とも、約2,000メートル走
▷申込方法
　11月18日㈪までに、市立小学生は、各学
校の担任へ。上記以外の人は、直接総合体
育館へ。

上記すべての、種目の競技方法など、詳しくは、総合体育
館までお問い合わせください。

〔総合体育館　☎22-8862〕
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※帰りのバスは、午後3時に、さざんかホールを出発する予定です。

手軽にできる　（大和高田市・ヒート　ハート たかだ共催）

男性のための料理教室 パート8

　世界の恒久平和を願うとともに、戦没者に対して
心から哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りするため、
大和高田市の戦没者追悼式を行います。
　多数のご出席をお願いします。

△

とき　11月13日㈬　午後1時30分～△

ところ　さざんかホール

1号車　　送迎バスの運行経路
　奈良農協天満支店前（午後0時10分発）➡
　➡西坊城市場前（0時15分発）➡
　➡出郵便局前（0時17分発）➡
　➡近鉄浮孔駅バス停（0時20分発）➡
　➡曽大根バイパス下JR踏切東側（0時30分発）➡
　➡東中バス停（0時35分発）➡
　➡近鉄高田市駅（0時40分発）➡
　➡さざんかホール

2号車　　送迎バスの運行経路
　朝井酒店前（午後0時15分発）➡
　➡北敷島町地蔵尊前（0時20分発）➡
　➡野口和里（にこり）�前（0時28分発）➡
　➡陵西小学校バス停（0時35分発）➡
　➡陵西市場バス停（0時40分発）➡
　➡新田バス停（0時45分発）➡
　➡さざんかホール

3号車　　送迎バスの運行経路
　東部こども会館横駐車場（午後0時10分発）➡
　➡土庫小学校（0時20分発）➡
　➡松塚山陽プラスチックス前（0時25分発）➡
　➡藤森バス停（0時30分発）➡
　➡池尻大和グリーンハイツ前（0時40分発）➡
　➡セブンイレブン日之出町店前（0時45分発）➡
　➡さざんかホール

　　　　〔社会福祉課　内線534〕

戦没者追悼式

　ボリューム満点のカツ丼を作ってみましょう。
　煮汁がしみたジューシーなカツを、半熟のとろと
ろ卵でとじ、温かいご飯にかけて出来上がり。
みんなとおいしく食べたら、会話も弾みますよ！
　ヒート ハート たかだのメンバーが、お手伝いしま
す。気軽に、参加してください。

▷とき　12月8日㈰　午前10時～午後1時
▷�ところ　葛城コミュニティセンター　１階調理実習室
▷対象　男性のみ
▷定員　20名　※申込多数の場合、抽選
▷�メニュー　�カツ丼、けんちん汁、大和まなのじゃこ

炒め、フルーツ
▷材料費　1,000円
▷持ち物　エプロン・三角巾
▷�申込方法　「男性料理教室」受講希望、住所、名前、年
齢、電話番号を書いて、電話（☎22-1101　内線287）
またはFAX（ 52-2801）、Eメール（gender@city.
yamatotakada.nara.jp）で、11月27日㈬までに、��
男女共同参画推進係へ。

託児ルームが利用できます
予約制・無料（料理教室申込時に予約）
※対象:0歳〜就学前

〔人権施策課男女共同参画推進係　内線　287〕

※写真は昨年の様子です。
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　自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、病院へ支払った日から2年以内に申請
すれば、その超えた分が、払い戻されます。

△

申請に必要なもの　領収書、印鑑（印肉を用いるもの）、国民健康保険証、振込先口座番号など

国民健康保険 高額療養費制度

③厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
　血友病や人工透析が必要な慢性じん不全等は、「特定
疾病療養受療証」を病院の窓口へ提出すれば、1か月に
10,000円の支払いで済みます（人工透析が必要な70歳未
満の上位所得者は、20,000円以内の支払いです）。

①70歳未満の人の場合
所得区分 自己負担限度額 ４回目以降

上位所得者
※基礎控除後の総
　所得金額が 600
　万円を超える世帯

150,000 円
◦医療費が500,000
　円を超えた場合
　は超えた分の1%
　を加算

83,400 円

一　　般

　80,100 円
◦医療費が267,000
　円を超えた場合
　は超えた分の1%
　を加算

44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円
　同じ世帯で、１か月に各医療機関に21,000円以上支払った
　場合が 2回以上あり、それらの合計額が自己負担限度額を
　超えた分が、あとから支給されます。

②70歳以上75歳未満の人の場合
　75歳になる月のみ、自己負担限度額は、国保と後期高齢者
医療制度でそれぞれ2分の1ずつになります。

所得区分 外来
（個人単位）

外来+入院
（世帯単位）

現役並み所得者 44,400 円

80,100 円
◦医療費が267,000
　円を超えた場合は
　超えた分の1%を
　加算
◦4回目以降の場合、
　44,400 円

一　　般 12,000 円 44,400 円
低所得者Ⅱ 8,000 円 24,600 円
低所得者Ⅰ 8,000 円 15,000 円

高額療養費の計算上の注意
◦各月の1日から末日までを1か月として、計算します。
◦医療機関ごとに、別々に計算します。
◦同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。
　（医科と歯科は別計算です）
◦途中で保険変更になった場合は、別計算です。
◦入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は、
　対象外です。
※ 70歳以上 75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別
　なく合算します。

〔保険医療課　内線578〕

④高額医療・高額介護合算制度
　年間の医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者
がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算
し、年間の限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が、高
額介護合算療養費として支給されます。毎年8月診療分から
翌年7月診療分までが、対象になります。

【限度額表】

所得区分 国保＋介護保険
（70歳未満）

国保+介護保険
（世帯内の70歳～

75歳未満）
現役並み所得者
（上位所得者） 126万円 67万円

一　　般 67万円 56万円
低所得者Ⅱ 34万円 31万円
低所得者Ⅰ 34万円 19万円

所得区分について
◦低所得Ⅱ
　70歳以上 75歳未満で、同一世帯の世帯主および
　国保被保険者が住民税非課税の人（低所得者Ⅰ以外
　の人）
◦低所得Ⅰ
　70歳以上 75歳未満で、同一世帯の世帯主および
　国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得
　が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人
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●個人住民税（市民税・県民税）の
寄附金税額控除●

　個人住民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲が、拡大されました。
　所得税の寄附金控除の対象となる寄附のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として
　地方自治体の条例で定める寄附金が控除対象として追加されます。

【対象となる寄附金】

　従来の寄附金控除の対象
　　○地方自治体に対する寄附金（ふるさと応援寄附金）
　　○日本赤十字社（奈良県支部）に対する寄附金
　　○奈良県共同募金会に対する寄附金

　　　　　　　　　　　➡
　平成 25年 1月 1日以降（平成 26年度の個人住民税から）寄附金税額控除の対象となるもの
　�　所得税の寄附金控除の対象となる公益社団法人・公益財団法人・特定公益増進法人・認定ＮＰＯ法人等に
対する寄附金のうち、県・市が条例により指定した団体等への寄附金が追加されます。

　（※国・政党等への寄附金は除く）

　　

県条例指定分（奈良県税条例第 26条の 2）

　１、�県内に主たる事務所又は事業所を有

する法人又は団体

　２、�県内に事務所を有する法人又は団体

のうち、規則で定めるところにより知

事が認定したもの

　３、�公益信託ニ関スル法律第２条第１項

の規定により、知事又は教育委員会の

許可を受けた同法第 1条に規定する

認定特定公益信託
　　　

市条例指定分（大和高田市税条例第 23条の 2）

　1、�市内に主たる事務所又は事業所を有する

法人又は団体

　2、�奈良県知事又は奈良県教育委員会が主務

官庁の権限に属する事務を行う認定特定公

益信託

　寄附金控除を受けるためには…
　所得税と個人住民税（市民税・県民税）の両方の控除を受けるには、1月 1日から 12 月 31 日までに行った
寄附について、翌年の 3月 15 日までに、管轄の税務署にて確定申告をしてください。申告には、寄附した団体
から交付される寄附金の領収書等が、必要となります（※確定申告をする場合、住民税の申告は不要です）。
　確定申告をする必要がない人は、3月 15 日までに、市役所で住民税の申告をしてください。

　　　　〔税務課　市民税係　内線258・259〕
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「がん検診」で精密検査が

　がん検診を受けた時、「もう少し詳
しい検査を受けたほうが良い」と説
明され、受診を迷ってはいませんか。
　また「昨年、精密検査を受けて異
常がなかったから…」とか、「検査が
めんどうだから、次回の健診で異常
が出たら精密検査を受けます」と言
う人もいます。
　がん検診で「精密検査が必要」と
なった場合、現在の健康状態を正し
く確認するためにも、必ず精密検査
を受診してください。

もぐもぐ教室のお知らせ

▷とき　12月13日㈮
　午前9時45分～午前11時30分
　（受付：午前9時30～）
▷ところ　保健センター
▷�内容　子どもの栄養や離乳食の
話・離乳食のデモンストレーション・
試食
▷�対象　平成25年6月・7月生まれの
乳児（第１子）と保護者　
※第2子以上は要相談
▷�持ち物　母子手帳・赤ちゃんに必
要なもの（オムツ・ミルク・バスタオ
ル等）
▷�申込方法　保健センターに電話ま
たは窓口へ。
※�必ず家族の人が、申し込んでくだ
さい。

高齢者インフルエンザ

▷期間　平成26年１月31日まで
▷�ところ　市内予防接種委託医療
機関（詳しくは、広報誌9月号をご
覧ください）。
※�各医療機関に予診票と説明書を
置いています。

▷�対象者　本市に住民票がある人
で接種日に
◦65以上の人
◦�60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、
呼吸器の機能不全またはヒト免疫
不全ウイルスにより日常生活がほ
とんど不可能な程度の障がい（身

体障害者１級相当）のある人
▷接種料金　1,000円
◎�事前に保健センターで申請が必
要な人
●接種料金が免除される人
①市民税非課税世帯の人
　転入した人は、平成25年１月１日
現在の住所地の《市町村民税非課
税証明書》が必要です。
②生活保護世帯の人
　上記の人は、申請後「免除証」を
発行します。接種時に市内医療機関
へ提出すると無料です。
※接種後の申請はできません。
●市外で接種する人
　県内の委託医療機関に限ります。
接種料金をご持参ください。市外接
種用の予診票を渡します。
●県外で接種をする人
　全額自己負担になり、手続きに2
週間程かかります。
※�接種料金免除の申請、市外・県外
医療機関で接種希望の手続きは、
本人または家族が保健センターに
来てください。やむを得ない事情
で代理の人が来る場合は、本人の
署名・捺印の入った「委任状」が必
要です（接種料金を持ってきてく
ださい）。
※郵便での市外申請はできません。
　詳しくは、保健センターへ。

元気ウィークイベント
楽しくからだを動かそう～心が

▷とき　11月12日㈫
　午前10時～ 11時30分
　（受付：午前9時45分～）
▷ところ　保健センター
※申込不要
▷�内容　足裏体操・ペットボトル体操・
正しいウオーキングなど　
▷�持ち物　動きやすい服装、飲み物、
500mlペットボトル容器２本（持っ
ている人のみ）
▷講師　運動普及推進員

風しん接種料金の助成

　平成25年4月1日にさかのぼり、平

成26年3月31日まで、風しんの予防
接種費用の一部を助成します。
▷対象
◦�接種時に本市に住民票がある19
歳以上（平成7年4月1日以前生ま
れ）で妊娠を予定、または希望して
いる女性
◦妊婦の配偶者
◦妊婦の同居家族
※�妊娠中の女性、麻しん風しん混合
ワクチン、または風しん単独ワク
チンを2回接種済み、風しんにかか
ったことのある人は対象外。ただ
し、抗体が低い場合は対象です。
※�接種前1か月、接種後2か月は避妊
が必要です。

【ワクチンの種類と回数】
　麻しん風しん混合（MR）ワクチン
または、風しん単独ワクチンのどち
らか1人１回限り。
【助成限度額】
麻しん風しん混合ワクチン

・・・6,000円
風しん単独ワクチン

・・・4,000円
　「生活保護世帯」と「市民税非課
税世帯」の人は、全額助成
　接種後、すぐに申請してください。
最終償還手続きは、平成26年4月10
日まで。
【償還払い申請時の持ち物】
◦�予防接種証明書および領収書の
写し（予防接種の種別・接種年月
日・接種金額・医療機関名・接種者
氏名のわかるもの）
◦印鑑
◦�振込口座（接種者本人名義）のわ
かるもの
※�本人名義でない場合は、委任状が
必要
◦�妊婦の母子健康手帳の写し（妊
婦の配偶者および同居家族のみ）
◦�本人の母子健康手帳等、風しんの
予防接種歴がわかるもの（ある人
のみ）
　なお、任意接種なので、健康被害
が生じた場合は、独立行政法人医薬
品医療機器総合機構法による救済
の対象となります。詳しくは、保健セ
ンターへ。

元気ウィークイベント
楽しくからだを動かそう
～心が動けば体も動く～

もぐもぐ教室
（妊婦交流会）

受けましょう 精密検査

高齢者インフルエンザ予防接種

風しん予防接種の助成
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作
り
方

材　料（4人分）

《エネルギー 150kcal　塩分 1.9g》（1人分）

①�かに棒は、ほぐしておく。
　�小松菜は、根元を切り落とし、熱湯で茹でて冷水にとり、水気を絞って４㎝長さに切る。
②�鍋にAを入れて中火にかけ、煮立ったら豆腐をスプーンでざっくりすくって加える。
③��再び煮立ったら、小松菜とかに棒を入れて2～ 3分煮て、全体を混ぜながら、Bの水溶き片栗粉を加
えてとろみをつける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔大和高田市食生活改善推進員協議会〕

豆腐とかにのとろみ煮

食生活改善推進員
佐野　幸代さん

口当たりのよいとろみで
とても食べやすいです。
もちろん本物のカニで
作ってもリッチ感がでま
す！！

絹豆腐………… 2丁
かに棒�………… 150ｇ
小松菜………… 200ｇ
　　水………… 2カップ

A
�　鶏ガラスープの素　
　　　………… 小さじ1/2
　　しょう油� … 少々

B
　�片栗粉� … 大さじ2
　　水………… 大さじ4

ワクチンの間隔で注意するもの
ワクチン名 注意を要する間隔

インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ） 初回接種の間隔が、27～ 56日、
追加接種は、初回終了後7～ 13か月

3種・４種混合 1期初回接種の間隔が、20日～ 56日

日本脳炎 1期初回接種の間隔が、6日～ 28日、追加接種は、
初回終了後おおむね１年（11～ 13か月）

　子どもの定期接種には生ワクチ
ンと不活化ワクチンの2種類があり
ます。異なった種類のワクチンを接
種する場合、効果的な接種にするた
め、正しい間隔をあける必要がありま
す。
　生ワクチン（BCG、麻しん風しん
混合MR）は、27日（4週間）以上お
きます。
　不活化ワクチン（ヒブ、小児肺炎
球菌、ジフテリア、破傷風、百日せき、
ポリオ、日本脳炎）は、6日（1週間）
以上おきます。
　月曜日に接種した場合、1週間後

の月曜日から接種できます。
　また同じ種類のワクチンを数回接
種することによって免疫ができるも
のがあります。一定の間隔で2～ 3
回接種し、最小限必要な基礎免疫が
できたあと、約１年後に追加接種を
して十分な免疫ができることになり
ます。そのため、正しい間隔で接種す
ることが有効です。
　病気等の医学的理由により接種
間隔（下記の表参照）を超えた場合
は、予診票にその理由を書き、病気
治癒後、速やかに接種してください。
医学的理由なく過ぎると、任意接種
となります。予防接種料金が全額自
己負担になり、万が一健康被害が起
きても、国の補償を受けることができ
ません。
　詳しくは、保健センターへ。

お詫びと訂正
　本誌10月号に掲載した下記の
記事に開催日のまちがいがありま
した。お詫びをするとともに、再度
掲載します。

男性料理教室参加者募集

▷とき　11月10日㈰
　午前10時～
　（受付：午前9時30分～）
▷ところ
　�市立中央公民館１階調理実習
室

▷対象　市内在住の男性
▷持ち物　エプロン、三角巾、
　手ふきタオル
▷�講師　大和高田市食生活改善
推進員
▷�申込方法　１1月8日㈮までに、
保健センターへ電話または窓口
へ（先着順）。
※参加費は無料です。

定期接種の間隔に
注意しましょう！

男性料理教室参加者募集
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くらしの案内くらしの案内くらしの案内くらしの案内

広告欄

国保税、市税、水道料金、し尿くみ取り手数料、介護保険料（普通徴収分）の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

12月2日は国民健康保険税
第5期分の納期限です
　国民健康保険税は、病気やケガ
をした時の医療費や出産育児一時
金、葬祭費等の給付にあてられま
す。そのため、納め忘れがあると、国
民健康保険事業の運営に支障をき
たすことになります。
☆�国民健康保険税を災害その他、
特別な事情がないのに滞納した
場合、次のような措置が講じら
れます。
①�滞納の期間が1年を経過した場
合、被保険者証を返還してもら
い、資格証明書を交付します。ま
た、それ以外の場合でも、滞納の
状況によっては、短期保険証を交
付します。

②�滞納の期間が1年6か月を経過し
た場合、保険給付費（療養費など
の現金給付）を差し止めます。
納税には口座振替を
　国保税の納付には、納め忘れの
心配がない口座振替をご利用くださ
い。申込手続は、市内金融機関また
は、保険医療課窓口まで。
納税相談に来てください
　災害や失業・病気等、特別な理由
で納期内の納付が困難な人や、課税
内容等に疑問のある人は、保険医療

課まで来てください。
　〔保険医療課　内線564〕

市　税市　税
11月は固定資産税・都市計画税
第４期分の納期月
☆納期限は12月2日㈪です
◎11月の出張窓口

日 出張窓口場所
20日㈬ 東部こども会館
21日㈭ 西部文化センター
22日㈮ 北ふれあいセンター

▷時間　午前9時30分～11時
市税の納付について
　市税は、皆さん自身が自主的に納
期限までに納付する「自主納付」が
基本です。
　納付場所は、従来の金融機関に
加え全国のコンビニエンスストアで
も納めていただけます。また、納期
限までに納付できない場合や、納税
相談等は、早めにご連絡ください。
納付は便利な口座振替で！
▷�申込方法　申込書、通帳、届出印
を持って、金融機関の窓口へ。
▷�振替日　各納期限月の月末（末日
が休日・祝祭日の場合は翌営業日）

〔収納対策室　内線253〕

児童福祉児童福祉
　児童扶養手当・特別児童扶養手
当の支給月額が、平成25年10月分よ
り0.7%引き下げられました。
◎児童扶養手当

支給区分 変更前 変更後
（平成25年10月～）

全部支給
（月額） 41,430円 41,140円

一部支給
（月額）

9,780～
41,420円

9,710～
41,130円

◎特別児童扶養手当

支給区分 変更前 変更後
（平成25年10月～）

1級該当児童
（月額） 50,400円 50,050円

2級該当児童
（月額） 33,570円 33,330円

※�平成26年4月分より、手当額がさら
に0.7%引き下げられる予定です。

〔児童福祉課　内線567〕
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くらしの案内くらしの案内くらしの案内くらしの案内

広告欄

午後6時まで時間延長

△

11月の実施日
　�11月7日・14日・21日・28日㈭△

業務時間　午後6時まで△

取扱発行業務
 ● 住民票の写し
 ● 住民票記載事項証明書
 ● 印鑑登録証明書
 ● 戸籍謄本・戸籍抄本
※発行業務のみです。転入・転
出、印鑑登録・廃止などの
業務は行いません。
〔市民課　内線 526・527〕

市民課窓口業務市民課窓口業務

申込方法：預貯金通帳、届出印、納付書または使用水量のお知らせ等を持って、金融機関、郵便局または各担当課窓口へお越しください。

　　　　　詳しくは、各担当課までお問い合わせください。

国民年金加入者が学生で、年
金保険料を納めることができ

ない場合は、学生納付特例の申請
をしてください。この学生納付特例
の対象となる期間は、4月から翌年
の 3月までで、毎年申請してくださ
い。申請する人は、学生証と印鑑
を持って、市民課年金係へ来てくだ
さい。
〔市民課年金係　内線 528・529〕

Ａ

　　　私は、現在学生で、年
　　　金保険料を納めることが
できません。学生納付特例に
ついて教えてください。

▽ 11月の開場日　9日・23日

▽ 時間　午前9時〜午前10時30
分まで（祝日と同じ）

▽業務内容　可燃、不燃（粗大ゴ
ミ含む）の持込みゴミの受入れ
のみ

〔クリーンセンター企画整備課
　☎52-1600〕

クリーンセンター
土曜開場日

クリーンセンター
土曜開場日

メーターの取り替え、検針に
ご協力を
　上下水道部では、水道料金算定
のため、検針員が2か月毎に、メー
ターを検針しています。また、メー
ターの取替については、検定期間満
了までに順次取替作業を行っていま
す。正しい検針、取替作業ができる
ように、ご協力をお願いします。
◦�メーターボックスの上に、物を置かない
◦�メーターボックスの中は、いつもきれい
にしておく
◦�犬は放し飼いにせず、出入口やメー
ターボックスから離してつなぐ
◦�家の増改築等で、メーターボックスが
床下や屋内に入らないようにする
急なにごり水にご注意
　水道工事や断水、火災による消
火活動などで、水道管を流れている

　昼間、納付が困難な人や納付・納
税相談が必要な人は、ご利用くださ
い。時間は午後5時15分〜 8時です。

　　固定資産税・都市計画税
　　市県民税、軽自動車税窓口△

とき　11月28日㈭△

ところ　市役所2階�収納対策室
　☎ 22-1108（夜間窓口専用）

　　国保税窓口

△

とき　11月28日㈭△

ところ　市役所1階�保険医療課
　☎ 22-1105（夜間窓口専用）

　　水道料金窓口

△ �

とき� �12月4日㈬、11日㈬【次回予
定2月5日㈬】△

ところ　上下水道部料金係
　☎ 52-1366（夜間窓口専用）
※4か月（2回分）滞納すると、自動的
に給水停止の対象者になります。

★☆ 夜間窓口 ☆★★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

水の速さや方向が変わり、にごり水
が出ることがあります。このようなと
きは、飲み水としての使用をひかえ、
しばらく様子を見るか、上下水道部
へ連絡してください。

��上下水道部（水道部門）
��代表電話番号�☎ 52-1365�
��夜間・緊急時�☎ 52-3901
※くれぐれも、かけ間違いのない
ようにお願いします。
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広告欄

sannka

■ペーパードライバーのためのドラ
イバースクール
▷�とき　12月5日㈭・12月12日㈭　
午前9時～正午
（�午前8時15分までに、市役所東側
駐車場に集合）　
※現地まで送迎
▷ところ　橿原中央自動車学校
　（橿原市葛本町159番地）
▷�対象者　市内在住・通勤・通学の
人で普通免許保持者
▷�持ち物　運転免許証（運転に支
障のない服装）、筆記用具、メガネ
（必要な人）
▷�内容　ドライブシミュレーター、実車
（AT車のみ）等を使った指導など
▷定員　各日15名　
▷�申込方法
　電話で生活安全課へ。
※両日の申し込みは、できません。
※�申込多数の場合は、抽選し、後日

申込者に連絡
▷�受付期間　11月1日㈮～15日㈮の
月曜～金曜日　※祝日除く
※受付時間　午前9時～午後5時

〔生活安全課　内線321〕

■心身障害者作品展　出展作品募集
▷とき　12月7日㈯～12月13日㈮
▷ところ　総合福祉会館
▷�種目　絵画、写真、書道、工芸、手
芸、コンピューター・タイプアート
▷�対象　市内在住で心身障害のあ
る人
▷�申込方法　所定の申込用紙（総
合福祉会館窓口に配置）に必
要事項を書いて、11月22日㈮ま
でに、持参またはFAX（ 24-
2730）で総合福祉会館へ。
〔総合福祉会館　☎23-0789〕

■オストメイトサロン（そよかぜ）
▷�とき　11月9日㈯　10時～正午
▷ところ　市立病院１階患者図書室

▷参加費　一家族300円
▷�申込方法　①住所②氏名③参
加人数④日中連絡の取れる電話
番号と「オストメイトサロン(そよか
ぜ)参加希望」と記入し、地域医
療連携センターまでFAX（ 53-
7188）してください。また、電話・
外科外来窓口でも受け付けてい
ます。

〔市立病院看護局
治田　☎53-2901〕

kaisai

■さわやか生活教室
月日 ところ 担当

11月29日㈮ 葛城コミュニティセ
ンター（曽大根）

天満在宅介
護支援セン

ター

▷時間　午後2時～4時
▷�内容　楽しい外出の話、家でもで
きる簡単な体操、体力測定
▷参加費　無料　※申込不要
▷�持ち物　体力測定記録用紙
（持っている人）、お茶
〔地域包括支援課　内線558〕

■リサイクルについて考えてみませんか
消費者問題に関する講演会
▷�とき　11月13日㈬　午後1時30分～
（開場：午後1時～）
▷ところ　さざんかホール（小ホール）
※申込不要、費用無料
▷内容
　１部「プルタブ回収勉強会」
　講師：環公害防止連絡協議会　
代表�家野　一夫
　２部「楽しい人間楽器」
　音楽をとおして、リサイクルを

■大和高田歴史文化セミナー　受講生募集
　大和高田市歴史文化振興委員会では、郷土の歴史を学び、1人でも多くの人
に、ふるさと大和高田への郷土愛をはぐくんでもらえるよう、『大和高田歴史
文化セミナー』を開催します。

月　日 講師（敬称略） テーマ

11月16日㈯ 元大阪芸術大学教授
　　　梅田　昌彦

梅田雲浜と大和高田
　～子孫が語る雲浜の人物像～

12月  7日㈯

兵庫県立考古博物館長
橿原考古学研究所指導研
究員
　　　石野　博信

古代葛城の導水祭祀

▷時間　午前10時～正午
▷�ところ　市立中央公民館　1階
視聴覚室

▷受講料　1回200円
▷定員　各70名　※当日受付

　〔文化振興課　☎53-8200〕
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●トラブルを避けるためにも立会をお願
いします。

●し尿くみ取りの妨げになるペット類・鉢
植えなどは、作業場所・通路に置かな
いようお願いします。

●転居の場合は、それまでの手数料を清
算し、くみとり登録を廃止してくださ
い。そのままにすると転居後におこな
われたくみ取り手数料が請求されま
す。また、世帯主などに変更があった場
合も、届け出が必要です。

●人員に異動のあるとき、浄化槽および
下水道に切り替えたときも市役所環
境衛生課までご連絡ください。

●臨時くみとりは、作業日の調整が必要
ですので、委託業者〈おおやまと環境
整美事業協同組合☎52-2982〉〈大
和清掃企業組合☎52-3372〉に直接
申し込んでください。

　日程は都合により、変更になることも
ありますので、ご了承ください。（地区
名は、一部通称名を使用しています）

11月のし尿収集予定

■使用済みの食用油の回収△

11月の回収日　11月25日㈪
午前9時15分～9時30分 陵西校区公民館

午前9時45分～10時 橘町集会場前

午前10時15分～10時30分 築山公園前

午前10時45分～11時 塙青少年会館（塙コミュニティーセンター）

午前11時15分～11時30分 曙町青少年会館（東部こども会館）

午前11時45分～正午 片塩幼稚園東側道路

午後1時15分～1時30分 総合体育館

午後1時45分～2時 大和ガス南側道路

午後2時30分～2時45分 市立菅原公民館

午後3時～3時15分 ネオシティ大和高田正面玄関前

午後3時30分～3時45分 葛城コミュニティセンター

午後4時～4時15分 春日町会館前

◎環境衛生課【市役所別棟１階】では
毎日回収しています（土・日・祝日を除く）。
◎さざんかストリートの「生活雑貨ささお
か」で回収しています。ご利用ください
（月曜日を除く）。
◎油の入ったビンやカンは、リサイクルで
きないため、処理が困難です。
　使用済み食用油は、固めずに、食用
油の容器（ペットボトル容器）などに入れ
て持ってきてください。
〔クリーンセンター　☎52-1600〕

■地域ふれあい土曜塾

※各講座に必要な持ち物など、詳しく
は生涯学習課（☎53-6264）へ。
▷対象　5歳～18歳
　※囲碁は7歳以上
▷定員　各講座とも50名　

よびかけます。�
　講師：うなて�たけし
▷�主催　大和高田市地域婦人会連
絡協議会

〔生涯学習課　☎53-6264〕

■平成26年成人式
▷とき　平成26年1月12日㈰
　午前10時～11時15分
▷ところ　さざんかホール
▷�対象者　平成5年4月2日～平成6
年4月1日生まれの人

〔生涯学習課　☎53-6264〕

■陵西公民館作品成果発表会
▷とき
　11月23日㈯
　　午前9時30分～午後5時
　11月24日㈰
　　午前9時30分～午後4時
▷ところ　陵西公民館
▷内容　
●�作品展示（両日）：書道、華道
（未生流）、ちぎり絵、洋裁、手編
み、写真、水墨画、押し花、折り
紙、約100点を展示

●�成果発表（23日のみ）：謡曲
（観世流）、尺八、民踊、大正
琴、歌謡（カラオケ）、声楽、コーラ
ス、フラダンスなど約40組
〔市立陵西公民館　☎23-3562〕

■天満診療所健康教室
▷とき　11月21日㈭
　午後1時～2時
▷ところ　天満診療所

講座・講師（敬称略） とき ところ
キッズ囲碁

（吉村芳倶、西岡正浩、弓場一郎）
11月2日㈯
午後1時30分～ 市立中央公民館

キッズダンス
（石井敬子、多田三保子、中島　愛）

11月9日㈯
午前10時30分～ 市立中央公民館

芋掘り
 （弓場一郎）

11月9日㈯
午後1時30分～ 菅原公民館

やまと高田太鼓
（松本弘昭、表　泰憲）

11月17日㈰
午後1時30分～

ときめきたかだ横
駐車場

▷費用　各講座とも保険料1回20円
▷申込方法　電話（☎53-6264）また
は、FAX（ 53-6364）で生涯学
習課土曜塾担当へ。
〔生涯学習課　☎53-6264〕

日 曜 収　集　区　域

1 金 大谷、北角、敷島町、出、秋吉住
宅、奥田県住

5 火 敷島町、奥田、吉井、根成柿

6 水 敷島町、根成柿、吉井、藤森、池
尻、築山

7 木
東中1・2丁目、春日町1・2丁目、
根成柿、吉井、秋吉、旭北町、三和
町、神楽、日之出西・東本町、有井

8 金
東中、南本町、北片塩町、礒野、西
坊城、出、東雲町、土庫住宅、有
井、日之出町

9 土 出、勝目、田井、松塚、土庫1.・2・
3丁目、大東町、花園町

11 月 大中南、大中北、礒野西、曙町、材
木町、昭和町

12 火 新田、岡崎、中町、池田、領家
13 水 北市場、野口、西代
14 木 市場、有井、出屋敷

15 金 西三倉堂１・２丁目、中三倉堂
１・２丁目、西町、内本町、有井、

18 月 敷島町、西三倉堂、甘田町

19 火 西三倉堂１・２丁目、中三倉堂
１・２丁目、甘田町、曽大根

21 木 曽大根、南陽町

22 金 蔵之宮町、大中東、今里、旭北町、
旭南町

25 月 甘田町、蔵之宮町、栄町、北片塩
町、東三倉堂町、旭北町

26 火 南今里町、中今里町、片塩町、礒
野東町

27 水 築山、永和町、礒野南町、内本町

28 木 築山、本郷町、北本町、高砂町、永
和町

29 金 築山

▷�テーマ　「冬に気をつけたい病
気」
▷講師　医師　梅本�典江

〔天満診療所　☎52-5357〕
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★広報誌「やまとたかだ」を市ホームページに掲載　インターネットでも、広報誌をみることができます。大和高田市
　ホームページ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/）でご覧ください。　〔広報情報課　内線 291〕

●コリアのれん作り
　大和高田�

ケグリ　　オリニ
�会

　「ケグリ」とは「蛙」、「オリニ」とは「子
ども」という意味です。

▷�とき　11月17日～12月22日　毎
週日曜日　午後1時～2時（6回シ
リーズ）
▷�ところ　大和高田ケグリ・オリニ
会（花園町バス停すぐ）
▷�内容　透きとおったオーガンジと
いう布地に、コリアの詩や民画を
描いて、華麗なのれんを作りま
す。
▷�対象　子どもから大人まで、どな
たでも参加できます。
▷参加費　各回2,000円
▷持ち物　筆記用具
▷�申込方法　1週間前までに、往復
ハガキに名前、住所、FAXのある
方はFAX番号を明記の上、申し込
みください。電話での受付、返信
はおこなっていません。
▷連絡先　キム・カンヂャ（金康子）
〒635-0003�土庫726-2
　 52-0402

●NAISTサイエンス塾
▷とき　12月14日㈯
　①午前10時～11時30分
　②午後1時～2時30分
▷�ところ　高山サイエンスプラザ4階
（学研北生駒駅よりバス、サイエ
ンスプラザ下車）
▷�内容　「牛乳パックでクリスマス
カードを作ろう」
▷参加費　1人500円
▷対象　小学生　※保護者同伴
▷�定員　各回30人
　※多数の場合、抽選
▷�申込方法　メール（kaga ku@
science-plaza.or.jp）、FAX（
0743-72-5819）、ハガキ（〒630-
0101、生駒市高山町8916-12）
で、「第59回サイエンス塾」、希望
時間（第2希望まで）、参加者氏名
（フリガナ）、学校名、学年、住所
（郵便番号）、メール、FAX、電
話番号を書いて、11月20日㈬【必
着】までに奈良先端大支援財団

へ。
※当選者のみ、11月29日㈮までに通
知。
〔奈良先端大支援財団

　☎0743-72-5815〕

●オープンテニス・シングルス大会
▷�とき　11月23日㈷　予備日：11月
24日㈰　午前8時30分集合
※雨天の場合も、集合
▷ところ　総合公園テニスコート
▷�種目　一般男子・壮年男子（50歳
以上）・一般女子　各シングルス
※�一般男子のみ定員24人（先着
順）
▷�参加費　1人1,000円（体協会員
は500円）　※当日徴収
▷�申込方法　11月14日㈭【必着】ま
でに、ハガキ（〒635-0034　大和
高田市東三倉堂町13-6）に住所・
名前・電話番号を書いて、榎本　
務へ。

〔体協　テニス部
榎本　☎090-9050-2398〕

●測量・土木設計無料相談会
▷�とき　11月26日㈫
　午後1時～午後4時30分
▷�ところ　県産業会館　3階第5会
議室
▷�内容　土地の測量や土木設計に
関する相談
▷申込方法　電話（☎0742-63-
2557）または、FAX（ 0742-63-
2553）で（予約なし来場も可）
〔（公）奈良県測量設計業協会〕

かいさい

●オストメイト個別相談会
▷とき・ところ　
　①11月19日㈫
　　午前9時～正午
　　県文化会館第１会議室
　　（奈良市登大路町6-2）
　②11月30日㈯
　　午前9時～正午
　　　�奈良県社会福祉総合セン

ター3階　第1会議室
　　（橿原市大久保町320-11）
▷�対象　県内在住のオストメイト
（人工肛門、人工膀胱）の人

▷相談料　無料
▷�相談対応者　専門看護師、支部
役員

〔日本オストミー協会奈良県支部
三田村　☎0742-49-1839〕

●てんかん市民公開講座
▷�とき　11月23日㈷
　午後2時～午後4時10分
　（受付：午後1時30分～）
▷�ところ　奈良医療センター新病棟
「さくら」3階講堂（奈良市七条2
丁目789番地）
▷�内容　「小児のてんかんに関する
講演」、「てんかん専門医が成人
患者に知っておいてほしいこと～
お薬の話と手術～」、Ｑ＆Ａコー
ナー
▷定員　100名　
▷参加費　無料
▷�申込方法　11月9日㈯までに電
話またはFAX（☎ 0743-54-
1430）で日本てんかん協会奈良県
支部へ。
〔日本てんかん協会奈良県支部　

☎0743-54-1430〕

おしらせ

●自衛官等の募集
▷�募集種目　高等工科学校生徒
（推薦・一般）、幹部候補生、予
備自衛官補
※�受験資格、受付期間、試験日など
詳しくは、自衛隊橿原地域事務所
へ。

〔自衛隊橿原地域事務所　
☎0744-29-9060〕

●全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間
▷とき　11月18日㈪～24日㈰
　平日：午前8時30分～午後7時
　�土曜・日曜日：午前10時～午後5
時
▷対象　県内在住の女性
▷�相談内容　夫・パートナーからの
暴力、職場等でのセクハラ、ストー
カー行為など、女性の人権に関わ
る問題
▷相談電話番号　☎0570-070-810
▷�相談員　人権擁護委員、法務局
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職員
〔奈良地方法務局　人権擁護課〕

●奈良県最低賃金
　時間額710円に改定
　（平成25年10月20日発効）
　最低賃金は、雇用形態や呼称に
関わらず、全ての労働者に適用され
ます。
〔奈良労働局賃金室

　☎0742-32-0206〕

●犯罪被害給付制度
　犯罪被害給付制度とは、犯罪被
害により、不慮の死を遂げた被害者
の遺族、または重傷病や障がいとい
う重大な被害を受けた犯罪被害者
に対して、国が給付金を支給する制
度です。
▷�申請方法　住所地を管轄する

公安委員会に申請します。詳しく
は、奈良県警察本部犯罪被害者
支援係（☎0742-23-0110）へ。

〔高田警察署　☎22-0110〕

●奈良県無料職業紹介所
　県のしごとマッチングアドバイザー
が、求人・求職双方と相談し、互いの
ニーズに合った紹介を行います。ま
ずは、相談予約のお電話を。
〔高田しごとiセンター☎24-2007〕

●記帳・帳簿等の保存制度対象者
の拡大
　事業所得等を有する白色申告の
人に対する現行の記帳・帳簿等の
保存制度について、平成26年1月か
ら対象者（現行：白色申告の人のう
ち前々年分あるいは前年分の事業
所得等の金額の合計額が300万円

を超える人）が、下記のとおり拡大さ
れます。
▷�対象　事業所得、不動産所得ま
たは山林所得を生ずべき業務を
行う全ての人

〔葛城税務署　☎22-2721〕

●労働保険適用促進強化月間
　11月は「労働保険適用促進強化
期間」です。
　1人でも労働者（パート・アルバイト
を含む）を雇った場合、事業主は、
労働保険（労災保険・雇用保険）に
加入する必要があります。
　まだ、加入手続きをとられていな
い事業主は、従業員が安心して働
けるよう、加入手続きを行ってくださ
い。
〔労働基準監督署・公共職業安定所
奈良労働局総務部労働保険徴収室

　☎0742-32-0203〕

　大和高田市ホームページには、市内で見つけた四季の風景を、写真で紹
介する『フォトライブラリ』のコーナーがあります。市内で見つけた美しい
風景、珍しい物など、あなたがカメラで切り取った大和高田市を、投稿して
ください。
　トップページに「大和高田市フォトライブラリ�投稿募集中」のバナーが
あります。応募方法、応募規約、注意事項等を読んで、応募フォームから投
稿してください。お待ちしています。　　　　　〔広報情報課　内線291〕

�� � �

身近な話題をお届け

いきいき

まちだより

　奈良テレビ放送の「ゆうドキッ！」金曜日（午後 6時
～ 6時 59 分）のなかで、午後 6時 30 分から「いき
いき　まちだより」というコーナーが、放映されています。
県内各市のまちの話題や、お知らせを伝えています。ぜ
ひ、ご覧ください。

〔広報情報課　内線 291〕

　広報誌「やまとたかだ」は、自治会
等を通してみなさんにお届けしている
ほか、下記の場所にもあります。

▽ 配置場所　市役所、勤労青少年
ホーム、総合福祉会館、高田温泉さくら荘、
陵西公民館、市立中央公民館、図書館、
総合体育館、JR� 高田駅、さざんか
ホール、東雲総合会館、片塩楽市、葛城
コミュニティセンター、コミュニティプール、
天満診療所、市内コンビニエンスストア
（セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファ
ミリーマート�※かな順）
※部数に限りがあります。ご了承ください。

〔広報情報課　内線 291〕

公共施設等
にもあります

広報誌「やまとたかだ」
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　今年もリズモー市から交換学生がやっ
てきました。そろそろ相手の話す英語を
理解できるぐらいにはならないと思い、少

しずつ英語を勉強しているものの、やはり難しいです。
来年までには、日常会話程度の英語は聞けて話せるようにし

ていきたいです。

　今年は例年になく、リズモー市の人たちと物事を決めたり、一
緒にいる時間が多い1年でした。改めて、国際交流とは、お互いの
違いを認め合い、更に近づくことだと思いました。毎年やって来
るコリーンさんですら、まだ驚くことがあるそうです。

　娘の運動会で写真を撮っていたら、写されているのがわかると
顔をすぐに隠します。小学生として最後の運動会なので、がん
ばってばれないように写真を撮り続けたら、素敵な笑顔がた
くさん撮れました。
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。

大和高田市
市民憲章

　　　　　大和高田市役所
TEL.22-1101　FAX.52-2801

困っていることや心配事など、ご相談ください。
相談は無料で、秘密は守られます。

市立中央公民館 TEL.22-1315 FAX22-1316
市立土庫公民館 TEL.23-3560
市立菅原公民館 TEL.23-3561
市立陵西公民館 TEL.23-3562
さざんかホール TEL.53-8200� FAX.53-8201
図　書　館 TEL.52-3424 FAX52-9415
水道部門 TEL.52-1365 FAX23-3850
総合福祉会館 TEL.23-0789 FAX24-2730
社会福祉協議会 TEL.23-5426 FAX23-2298
クリーンセンター
企画整備課 TEL.52-1600 FAX52-1685
美化推進課 TEL.53-5383
保健センター TEL.23-6661 FAX23-6660
市立病院 TEL.53-2901 FAX53-2908
青少年課 TEL.23-1322 FAX23-2344
生涯学習課 TEL.53-6264 FAX53-6364
葛城コミュニティセンター TEL.23-8001 FAX23-8001
総合体育館 TEL.22-8862 FAX22-8863
総合公園 TEL.52-4700 FAX52-4701
さくら荘 TEL.23-4126 FAX23-8535
下水道課 TEL.52-1258 FAX52-1295
高田消防署 TEL.25-0119 FAX22-4565
高田警察署 TEL.22-0110 FAX22-2292
JR 西日本 TEL.0570-00-2486
近鉄大和高田駅 TEL.52-2414
近鉄高田市駅 TEL.53-2531

◆消費生活相談（要予約）   毎週月・火・木・金曜日　午前10時〜正午  
　　　　　　　　　　　　　午後1時〜 4時　消費生活センター (☎ 22-1101)
◆人権相談・行政相談　毎月第4火曜日　午後1時〜4時　
　　　　　　　　　　　於：総合福祉会館　広報広聴係(☎ 22-1101)
◆中小企業金融相談・中小企業経営相談　　随時　産業振興課(☎ 22-1101)
◆母子相談　月･水･金曜日 午前8時30分〜午後5時15分 児童福祉係(☎22-1101)
◆心配ごと相談　第2・4金曜日　午後1時〜4時　社会福祉協議会(☎ 23-2298）
◆法律相談（要予約）　毎月第2・3火曜日　午後1時〜4時　
　　　　　　　　     社会福祉協議会(☎ 23-5426）
◆司法書士の法律相談（要予約）　毎週月曜日　午後1時〜4時　
　　　　　　　　     社会福祉協議会(☎ 23-5426）
◆生活相談　毎月第2・3・4水曜日　午後1時〜4時　
　　　※事前にお問い合わせください。社会福祉協議会(☎ 23-5426）
◆成人健康・栄養相談（要予約）　毎月1回、所定の日　
　　　　　　　　　　　午前9時〜10時　保健センター(☎ 23-6661)
◆子育てホットライン・健康ホットライン　毎日　午前9時〜正午　午後1時
　　〜5時（土・日・祝日・年末年始を除く）保健センター(☎ 23-6661)
◆教育ガイダンス　毎週月〜金曜日  午前10時〜午後5時  青少年センター(☎ 23-1322)
◆家庭児童相談　毎週月〜金曜日　午前8時30分〜午後5時15分　家庭児童相談室 (☎ 23-1195)
◆女性相談（要予約）　第1火曜日･第3金曜日　午前9時15分〜午後0時5分
　　　　　人権施策課(☎22-1101)　
◆住まいづくり相談（第1水曜〜第2水曜の間に予約：定員4名）
　　　　　  第3水曜日　午後1時〜4時10分　　建築住宅課(☎ 22-1101)
◆税理士による税務相談　2月・3月を除く毎月第3金曜日　午後1時〜 4時
　　　　　　　　　　於：総合福祉会館　近畿税理士会葛城支部(☎22-5288)
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